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緊急事態宣言発出を受けての教育活動について 

 

兵庫県を含む近畿２府１県に緊急事態宣言が発出されました。文部科学省通知、県教育長通知を踏まえ、

本校では、以下の事項に留意し、感染防止対策を徹底して教育活動を実施いたします。ご家庭での感染防止

対策の実施を含め、ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。 

 

１ 教育活動 

 ・感染リスクが高いとされている活動は行わないなど十分な感染防止対策を実施した上で教育活動を行う。 

 ・緊急事態宣言発出期間（2/7 まで）は、県外における活動（受験及び就職活動を除く）を行わない。 

 ・受験及び就職活動に当たっては、事前の体調管理に合わせ、保護者を含めた感染防止対策を徹底する。 

 

２ 感染症対策 

（１）基本的な感染拡大防止対策の徹底 

・「三密（密集・密接・密閉）」の回避→各教室で可能な限りの間隔をとる。 

・マスクの着用を徹底する 

・手洗い、消毒を徹底する。 

・換気の徹底→教室、職員室、準備室、更衣室等では、適切な温度管理に十分留意しながら、換気を行う。 

・毎日の登校、出勤前の健康観察（体調確認、検温等）を改めて徹底する。また、登校後も、体調観察に努め、 

体調の不調に気づいた場合は、迅速に対応をとる。 

・緊急事態宣言が発出されている期間、同居の家族に発熱等の風邪症状がある場合も、登校しない。 

（２）感染リスクの高い活動の回避 

 ・「感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動」（下記★参照）は、行わない。 

★各教科等に共通する活動として「児童生徒が長時間、近距離で対面形式となるグループワーク等」及び 

「近距離で一斉に大きな声で話す活動」 

★理科における「児童生徒同士が近距離で活動する実験や観察」  

★音楽における「室内で生徒が近距離で行う合唱（注）及びリコーダー等の管楽器演奏」  

★美術における「児童生徒同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞の活動」  

★家庭、技術・家庭における「児童生徒同士が近距離で活動する調理実習」 

★体育における「児童生徒が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりする運動」 

（３）体育  

  ・可能な限り屋外で実施する。体育館など屋内で実施する必要がある場合は、特に呼気が激しくなるような運動

を避けることを徹底する。  

・運動時のマスク着用による身体へのリスクを考慮して、マスクの着用の必要はないが、授業の前後における 

着替えや移動の際や、授業中、指導内容の説明やグループでの話し合いの場面、用具の準備や後片付けの

時など、生徒が運動を行っていない際は、可能な限りマスクを着用する。  

・授業内容について、集団で行う活動は避け、なるべく個人で行う活動とし、特定の少人数（２～３人程度）での

活動（球技におけるパスやシュートなど）を実施する際は十分な距離を空けて行う。  

（裏面に続く） 



（表面から続く） 

 

（４）食事等の飲食の場面  

・食事をとる際は、食事の前後の手洗いを徹底する。 

・食事の際は、飛沫を飛ばさないよう、席の配置など工夫し、机を向かい合わせにしない、会話を控えるなどの 

対応をとる。  

 ・食事後の会話時には、必ずマスクを着用する。（マスクを外した状態で会話をしないこと）  

・狭く換気も十分でない場所（部室や控え室等）での昼食を禁止する。 

（５）部活動における感染症対策の強化  

・十分な感染防止策を実施した上、実施場所は原則、学校及びその周辺とする。 

・「生徒同士が組み合うことが主体となる活動」、「身体接触を伴う活動」、「大きな発声や激しい呼気を伴う活動」 

 は行わない。 

・「いきいき運動部活動」「文化部活動の在り方に関する方針」に基づき、平日 4 日 2 時間以内、土日 1 日３時間

以内を厳守する。 

・令和 3 年 2 月 7 日までの間（緊急事態宣言が発出されている期間）は大会＊、練習試合、合宿は行わない。

（※高体連、文化関係連盟が主催する大会等を除く。大会に参加する際は、主催者の行う感染予防措置を確認、徹底を図る） 

・部活動終了後に、生徒同士で食事をすることを控える。 

・部活動終了後は、校門の外などでとどまることなく、速やかに下校する。 

（６）心のケア 

・きめ細やかな健康観察をはじめ、生徒の状況を把握し、必要に応じて関係機関と連携するなど、心身の健康 

に対応する。 

（７）学校外の行動における留意事項  

・特に 20 時以降の不要不急の外出は控える。 


